
様式第二号の十三{第八条の十七の二関係}

富山市長

特別管理産業廃棄物処理計画書

(第 1 而)

殿

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第蛯条の2第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事業場の名称

提出者

住所富山市会海岸通3番地

氏名三菱ケミカル株式会社富山事業所

事業所長井上吉明

電話番号 076-437-1510

亊業場の所在地

2025年

計

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

画

①亊業の種類

6月

期

三菱ケミカル株式会社富1,1.1事業所

問

②亊業の規模

踊裂

富山市海岸通3番地

令和 7年4村 1 狂~令和 8年3月3 11ヨ

③従

製造業化学工業

④特別管理産業廃菜物
の一述の処理!の工程

出荷額

数 414名

別紙(処理工程)のとおり

(Π本産業規格 A列4番)

員業



特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(管理体制図)

別紙記載の通り

(第 2 而)

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度(

特別管理産業廃棄物の種類

排

令和6

(これまでに実施した取組)

出

年度)実籟】

艇)え1'画

「=●

Ⅱ玉

【伺標】

特別管理産業廃棄物の種類

別紙1のとおり

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

劉

(今後実施する予定の取組)

出

①現状

1-1.

1更ち

(亘)谷十画

(分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取親)

物質ごとに分別を行い、適正処理を実施

別紙1のとおり

(今後分別する予定のヰ打刈管理産業廃棄物の卿類及び分別に関する取細)

物質ごとに分別を行い、適正処理を実施



自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年座(

特別管理産業廃棄物の穂類

自ら再生利解を行った
特別管理産業廃粢物の凪

(第 3 画)

令和6

(これまでに実施した耳賄勵

年度)実績】

②計画

【厩標】

特別管理産業廃棄物の種類

自ら行う特別管理産業廃棄物の中開処理に関する事項

実績なし

自ら再生
特別管理産

計画なし

(今後実施する予定の耳賄田

用を行う
廃棄物の量

①現状

【前年度(

特別管理産業廃棄物の種頬

自ら熱回収を行った
特別管理産業廃東物の量

令和6

中問処川!により減量した二
別管理産業廃奨物の量

(これまでに実施した取組)

年度)実績】

尖鞁なし

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行
キ寺別管理産業廃棄物の

計画なし

ら中冏処州によ
別管"!産業が

(今後実施する予定の取組)

り減批する
一凋一

棄物の1

判
業

白
特

臼
特

つ
呈



白ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

①現状

【荊年度(

特別管理産巣屍梨物の種類

向ら埋立処分
を た十f つ

特別管理産業廃棄物の量

(第4面)

令和6

(これまでに実施した耳賄勵

年度)実鞁】

②計画

【目標】

実鞁なし

特別管理産業廃棄物の種頴

ら埋立処白 分
1テ つ

特別管理産業廃棄物の鼠

特別管理産業廃棄物の処埋の委託に関する事項

計画なし

(今後実施する予定の耳賄励

【荊年度(

特別管理産業廃粢物の種類

①現状

全処理委託

令和6

優良認定処理業者への
処理委託量

年度)尖績】

再生利用業者への
処理委託 ・;、1

■、1_

証生

認定熱回収業者への
処理委託 「

別紙2のとおり

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託'

(これまでに実施したⅡ賄鵬



【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

金処理委託

別紙2のとおり

(豆)剤'画

(第駈飼

優良認定処理業者への
処理委託量

再生利用業者への
処理委託

に1

,勺.

喪三

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
見理委託雄

(今後実施する予定の取組)

聡.9

屯子情都処理組織の使用
に関する喫項

【前午度(

※事務処理欄

(今後実施する予定の取組等)

・JWNETを継続使用する

令和6

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)

年度)実討n

の
量

ヘ者
託
泥収
委
回浜
.
定認
処

物
量
牟,゛タ業産

出

.

.

コ
、
一

ニ
、
一

1号武
丁
王

牛
,



イ1'二野
1 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6河30日までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている亊業に関する事項」の桐は、以下に従って記入する
こと。

御①桐には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
②②欄には、製造業の場合における製造品出荷額(荊年度実繊)建設業の場合における元請
完成工事高(荊年度実繊)、医療機鬨の場合における病床数(前年度末時点)等の業種に応じ
亊業規模が分かるような前年度の実鞁を記入すること。
捻)④桐には、当該亊業場において生ずる特別管理産業廃棄物にっいての発生から最終処分が終了
するまでの一連の処理の工程(当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入するこ
と。

4 「自ら行う特努ln努理産業廃棄物の中闇処理に関する事項」の棚には、特別管理産業廃棄物の
種類ごとに、自ら中闇処恥を行うに際して熱回収を行コた場合における熱回収を行った特別管
理産業廃棄物の量と、内ら中問処理を行うことによって減量した量について、前年度の実繊、
同標及び取組を記入すること。

5 「血ら行う特別管理産業廃菜物の埋立処分に関する事項」の湘には、特別管理産業廃棄物の
種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、小問処理を行うことにより特別管理産業
廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて紀入するこ
と。

(第6 面)

6

7

8 それぞれの樹に記入すべき事項の全てを記人することができないときは、当該開に"川紙の
とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理
産業廃棄物の種類が3以上あるときは、荊年度実繊及びF1標の掬に「別紙のとおり」と記入
し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの柳に記入すべ
き亊項がないときは、「ー」を記入すること。

9 ※鞠は記入しないこと。
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廃棄物処理に係る管理体制

三菱ケミカル柳富山事業所では、レスポンシブルケアのひとつである環境保全推進のために、環境管理システ
ム a s0140O D 認証取得し、その活動のひとつとして、外部処分皐の削減に加え、廃棄物発生原単位
の削減の月標を定め継続的改善を積極的に行っている。

廃棄物担当

環境安全・品質保証部

業暁安全・品質保証部環境・安全G

廃棄物部会

役 産業涜棄物管理部門

0廃棄物処理に闘する検討

廃棄物の発生抑制、減量化、循環利胴(再使用・再生利用・熱述収)、適正処理の
推進、計画的な廃棄物の権利運営を行う上でし、要な事項を検討する。

・委員長一事業所長

轡{1

・弓謁努局一環境安全・品質伊緬正部

0廃棄物処理方針の策定

0廃棄物処理計画の作成

0廃撲物管理状況の把握と改善策の検討

0処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理

・委員一関連部署製造部長等

0工場の廃棄物管理規定の策定・改廃

0廃棄物処理に関tる各種事項の決定、承認

0産業廃棄物管理票の管理

0特別管理産業廃棄物管理貰任者等の設糧

0監督官庁への各種搬告

0社員、関連会社に対する教育、啓発

0その他関係する事項

製造部門
(各工場)

普通の産業廃棄物

環境管理委員会

産業廃棄物管理部門

廃棄物担当者会議

動力課

特別管産業廃棄物

特別管理産業廃棄物管理責任者



図1 樹鮨製造部(アクリル樹脂製造工謬)

アウ1Jへ'ツト

エスカ

調合

アウリラ心課

靈合

印」^^

図2 動力課

回収

廃油

加熱脱揮

後重合

閏収

もえがら

ホ'イラ

発電機

廃油

紡糸

賦升

ばいじん

PC灰

もえがら

タービン泊

幽3 温水、蒸気ポイラー

A"袖くゞ

仕上

ボイラー

もえがら

梱包

排煙処理

●レ"くず

不良シート

金属くず

ユン,リート

廃酸石鰯

水銀使用製品産

回5 機能ポリマー

梱包

排水処埋汚泥

梱包

7 0ン

操合

図4 排水処理場

DH調整

煙突

国6その他

乾燥

曝気

その他

廃プラ

粉砕

尤殿極

弓泥

包装

廃油

吾泥脱水

廃プラ

弓泥

金属くず

金属くず

木洞

廃ア肋リ

PCB庚棄

ユン刎一1

感染性

カラ

宅



別紙1

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度(令和6年皮)実韻】

特別管理産業靡棄物の種類

排

・各工場ごとの排出量を毎月の安全衛生委員会で事業所内に周知。排出量の可視化により排出抑制を意識付け。
・廃棄物担当者会議伐回/年)を朋催し、教育を実施。
す捌、"抑制について課内教育を実施。
・安定運転継続による製品ロス削減。

・事業所ゼロエミッション目標の達成と埋立て量の削減を継絖(2024年座ゼロエミッション目標0.1%→実謬W.00誤達成)
・震災の影辨で廃油雄増加。

出

②副'画

量t

【目標】

廃沈

特別管理産業廃褒物の耗類

40.フ

制

53.9 t

(今後実施する予定の取ネ脚

・各工場ごとの排出扱を毎月の安全衛生委員会で亊業所内に周知。排出量の可視化により排出抑制を意識付け。
・廃棄物担当者会議(2回/年)を開催し、特別管理産業廃棄物排出抑制の意識付け教育を尖施。
・排出抑制について課内教育を実施。
・安定運転継続による製品ロス削減。
・事業所ゼロエミッション目標の達成と埋立て雄の削減を継続(2025年度ゼロエミッション目標0.1%継続)

廃酸

出

4.6

廃アルカリ

廃油

0.1

燃え殻有害

".8

引. o t

廃酸

PCB汚染物

5.3

廃アルカリ

感染性廃棄物

燃え殻有害

0.1

廃石綿等

NB汚染物

0.0

フ.6

有害廃油

感染性廃棄物

0.8

有害汚泥

廃石綿等

8.フ

有害廃油

0.0

有害汚泥

{呈



別紙2

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度(令乳16年度)実紕】

①現状

特別管N嵳業靡棄物の祉類_

全処理委託

優良認定処理業者への
処埋委託 {i!

11ι,'1 j11

認定熱回収樂者への
兀刊!委託騒

五1

認定熱回坂業者以外の
熱処収を行う業者への

Ⅱ埋委託靴

廃油

ι一i J'＼ 0)

(これまでに実施した取組)

定翔的な現地確認、(処理状況、緋持管理状況、周辺状況等)の実施による委託先の適正処理状況の把握と指導。
産業廃東物管理票(マニフェスト)の廃掃法遂反を防ぐ独宵のシステムを使用し、管理を徹底する。
再資源化の推進に向けた最適な委託先の調査探索を実施し、事業所ゼロエミッション同標の述成と埋立量の削減を継続。
震災の影響で廃湘敬増加。

0.0

ー」^^

40.フ

;、1

53.9

廃酸

40.フ

29.6

【件標】

②計画

4.6

廃アルカリ

11.0

1寺別管理産業廃棄物の郁類_

4.6

0.0

全処理委託量{

0.9

0.1

燃え殻有害

3.8

優良認定処纒業者への
処埋委託 昨工

0.1

n仁
見

0,0

0.1

認定熱河収業者への
兀理委託「

N3汚染物

1用

郵手 1' R

0.0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う樂占への
迅理i託

f;

廃油

(今後実施する予定の取ネ田

・定期的な現地確認(処理状祝、維持管理状況、周辺状況争勒の実施による委託先の適正処理状況の把擢と指導。
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の廃掃法違反を防ぐ独自のシステムを使用し、管理を補町氏する。
・再資源化の推進に向けた最適な委託先の朋査探索を実施し、亊業所ゼロエミッション羽標の逹成と埋立量の削減を継続。

イへの

感染牲廃棄物

46.8

61.0

廃酸

北.8

34.0

廃石綿等

0.0

廃アルカリ

5.3

12.フ

5.3

0.0

1.0

フ.6

有害廃池

燃え殻有害

0,1

4.3

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.8

有害汚泥

0.0

P儒汚染物

0.0

0.8

0.0

0.4

0.0

感染性廃棄物

0゛ 0

廃石綿等

8.フ

有害廃池

0,0

0.0

0.0

有害汚泥


